
 

 

Arctic Shipping Safety and Pollution Prevention Regulations に関する事項 

改正規則等 
鋼船規則 I 編 
鋼船規則検査要領 I 編 

改正事項 
Arctic Shipping Safety and Pollution Prevention Regulations に関する事項 

改正理由 
カナダ政府は，カナダの氷水域を航行する船舶に対する規則として Arctic Shipping 
Pollution Prevention Regulations (ASPPR)を規定していた。ASPPR では，船舶の階級

ごとに航行可能な区域及び時期を規定するとともに，同規定における階級に対応

する各船級の耐氷船階級を規定しており，鋼船規則においても，ASPPR に基づき，

同規定における階級と鋼船規則における耐氷船階級の対応表を記載している。 
 
2017 年 12 月，カナダ政府は ASPPR を廃止し，これに代わる新たな規定として

Arctic Shipping Safety and Pollution Prevention Regulations (ASSPPR)を発効した。 
 
このため，ASSPPR に基づき，関連規定を改めた。 

改正内容 
(1) 鋼船規則中，ASPPR を参照している箇所を ASSPPR に改めた。 
(2) ASSPPR における階級と鋼船規則における耐氷船階級の対応表を改めた。 

改正条項 
鋼船規則 I 編 1.1.1，8.1.1 
鋼船規則検査要領 I 編 I1.2.2，表 I1.2.2-2. 

 


